
2
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
とは
？

障
害
の
あ
る
方
を
扶
養
して
い
る
保
護
者
が
、自

らの
生
存
中
に
毎

月
一
定
の
掛
金
を
納
め
る
こと
に
よ
り、
保
護
者
に
万
一
の
こと
（
死

亡
・重
度
障
害
）
が
あ
った
とき
、障

害
の
あ
る
方
に
終
身
一
定
額
の

年
金
を
支
給
す
る
制
度
。（

毎
月

2万
円
、2
口
加
入
の
場
合
は

4万
円
）

親
亡
き
後
の
障
害
の
あ
る
方
の
将
来
に
対
し、
保
護
者
の
方
が
抱

く不
安
の
軽
減
を
図
る
目
的
で
生
ま
れ
た
も
の
。

▶
制
度
の
仕
組
み

この
制
度
は
、一

部
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
障
害
者
を
持
つ
親
の
私
的

保
障
を
援
助
促
進
す
る
た
め
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じて
先
行
実
施
され
て

い
た
心
身
障
害
者
に
対
す
る
扶
養
共
済
制
度
を
、全

国
的
に
普
及
させ
、併

せ
て
安
定
的
、効

率
的
に
実
施
す
る
た
め
に
創
設
され
た
も
の
で
、地

方
公
共
団

体
が
条
例
に
基
づ
き
実
施
す
る
。こ
の
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
を
、機

構
が
保
険
す
る
も
の
が
心
身
障
害
者
扶
養
保
険
制
度
で
あ
る
。
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【 実 施 主 体 】 地 方 公 共 団 体 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市

加
入

者
（
保

護
者

）

受
給

者
（
障

が
い
者

）

独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構

掛
金

年
金

保
険
料

特
別
調
整
費

年
金
給
付
保
険
金

弔
慰
金
給
付
保
険
金

脱
退
一
時
金
給
付
保
険
金

生 命 保 険 会 社

信 託 銀 行

◎ 資 金 運 用

扶 養 保 険 契 約 〈 約 款 〉

共 済 契 約 〈 条 例 〉

心 身 障 害 者 扶 養 者

生 命 保 険 契 約

指 定 金 銭 信 託 契 約

〈 単 独 運 用 〉

イ
メ
ー
ジ
図

3

保
険

料
特

定
保

険
料

保
険
金
（
年
金
原
資

）
特
別
給
付
金
（
弔
慰

金
）

特
別
給
付
金
（
脱
退

一
時
金
）

信
託
金

特
例
保
険
金

年
金
給
付
保
険
金

心
身

障
害

者
扶

養
保

険
制

度
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
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【現
況
届
に
関
す
る
事
務
】

心
身
障
害
者
扶
養
保
険
約
款
第

23
条
の
規
定
に
よ
り、
毎
年

6月
末
ま

で
に
、当

該
年
度
の
初
日
に
お
け
る
受
給
者
に
係
る
現
況
届
に
住
民
票
の

写
しを
添
え
て
、機

構
ま
で
提
出
す
る
こと
に
な
って
い
る
。県

内
在
住
の
受

給
者
は
住
民
基
本
台
帳
ネ
ット
ワ
ー
ク（

以
下
「住
基
ネ
ット
」）
で
の
確
認

に
よ
り住

民
票
の
写
しの
添
付
省
略
が
認
め
られ
て
い
る
。

【愛
媛
県
の
対
応
】

4
現
状
と課

題
（
現
況
届
に
関
す
る
事
務
）
（
そ
の
１
）

受
給
者

提
出
を
求
め
る
書
類

県
内
在
住

（
令
和
元
年
度

1,
53

7人
）

現
況
届

ー
住
基
ネ
ット
で
確
認
した
旨
記
入

県
外
在
住

（
令
和
元
年
度

11
4人

）
現
況
届

住
民
票
の
写
し
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（
参
考
）
本
人
確
認
情
報
の
利
用
等
に
つ
い
て

住
基
ネ
ット
の
本
人
確
認
情
報
の
利
用
は
、法

律
や
条
例
に
規
定
さ

れ
た
事
務
に
の
み
、そ
の
利
用
が
限
定
的
に
認
め
られ
、住

基
法
上
、

自
都
道
府
県
の
住
民
の
情
報
を
検
索
す
る
場
合
は
、自

都
道
府
県

知
事
が
保
存
す
る
本
人
確
認
情
報
の
「利
用
」で
あ
る
と定

義
され
、

他
都
道
府
県
の
住
民
の
情
報
を
検
索
す
る
場
合
に
は
、他

都
道
府
県

知
事
が
保
存
す
る
本
人
確
認
情
報
の
「提
供
」を
受
け
る
も
の
と定

義
され
る
。

条
例
に
よ
る
検
索
を
行
う場

合
に
は
、本

人
確
認
情
報
の
「利
用
」と

な
る
た
め
、他

都
道
府
県
の
住
民
の
情
報
は
検
索
を
行
うこ
とが
で
き
な

い
。愛

媛
県
で
は
加
入
申
請
、現

況
届
、死

亡
届
に
関
す
る
事
務
で

利
用
。令

和
2年

4月
よ
り「
年
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
支
給
の

都
度
、受

給
者
の
生
存
状
況
を
確
認
）
」を
追
加
。

5
現
状
と課

題
（
現
況
届
に
関
す
る
事
務
）
（
そ
の
２
）
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【市
町
（
市
町
が
一
部
事
務
を
行
って
い
る
。）

】
・照
会
期
間
が
短
い
中
、市

町
は
受
給
者
に
現
況
届
の
記
入
依
頼
の
文
書

発
送
、提

出
の
催
促
（
文
書
、電

話
等
）
を
しな
け
れ
ば
な
らず
、受

給
者

の
多
い
市
町
に
とっ
て
は
大
き
な
事
務
負
担
。

【受
給
者
】

・県
外
在
住
の
受
給
者
は
現
況
届
だ
け
で
な
く、
毎
年
住
民
票
の
写
しの

取
得
も
求
め
られ
る
。

【県
】

・市
町
か
ら提

出
の
あ
った
現
況
届
及
び
住
民
票
の
写
しに
漏
れ
が
な
い
か

確
認
し、
機
構
か
ら送

付
され
る
入
力
様
式
に
入
力
す
る
作
業
も
大
き
な
事

務
負
担
。 （

入
力
内
容
：
確
認
方
法
（
住
基
ネ
ット

or
住
民
票
）
、年
金
管
理
者
の
有
無
及
び
続
柄
等
）

（
参
考
）
令
和

2年
度
に
お
け
る
作
業
ス
ケ
ジ
ュー
ル

・令
和

2年
5月

15
日

「年
金
給
付
保
険
金
支
払
対
象
障
害
者
現
況
届
書
」の
提
出
依
頼

・令
和

2年
6月

末
〆
切

6
具
体
的
支
障
事
例
（
現
況
届
に
関
す
る
事
務
）
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【死
亡
届
に
関
す
る
事
務
】

心
身
障
害
者
扶
養
保
険
約
款
第

24
条
の
規
定
に
よ
り、
保
険
契
約
者
は
、年

金
給
付
保
険
金
支
払
対
象
障
害
者
（
受
給
者
）
が
死
亡
した
場
合
、速

や
か

に
機
構
に
死
亡
届
を
提
出
す
る
こと
に
な
って
い
る
。県

内
在
住
の
受
給
者
は
住
基

ネ
ット
に
よ
り、
住
民
票
の
写
しの
添
付
省
略
が
認
め
られ
て
い
る
。

【愛
媛
県
の
対
応
】

市
町
を
通
じて
受
給
者
遺
族
か
ら提

出
され
る
死
亡
届
を
も
って
、住

基
ネ
ット
で

確
認
し、
年
金
支
給
の
停
止
処
理
を
行
う。

7
現
状
と課

題
（
死
亡
届
に
関
す
る
事
務
）

受
給
者

提
出
を
求
め
る
書
類

県
内
在
住
（
令
和
元
年
度

41
人
）

死
亡
届

ー
住
基
ネ
ット
で
確
認
した
旨
記
入

県
外
在
住
（
令
和
元
年
度

3人
）

死
亡
届

住
民
票
の
写
し

Ｐ
5記

載
の
とお
り、
令
和

2年
4月

よ
り県

内
在
住
の
受
給
者
の
生
存
状
況

を
毎
月
確
認
で
き
る
体
制
を
整
え
、死

亡
を
把
握
次
第
、年

金
支
給
停
止
を

行
う等

、県
とし
て
事
務
改
善
も
行
って
い
る
。
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